
精神保健福祉士 資格取得のご案内 

☆今が受講のチャンスです！！☆ 

通信課程の学習は、レポート学習、スクーリング学習、実習（医療機関・施設）が大きな柱です。 

本課程では、指定施設に１年以上勤務され、主に精神障害者の相談支援に携わっていた社会福祉士の方は、210

時間の実習が免除となります。この度、精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しが行われ、令和 2 年

4月より、指定施設が新たに追加され、実習免除となる対象者が増えました（募集要項参照）。 

また、令和 5 年１０月入学者より、スクーリングの時間数が増え、国家試験も新カリキュラムの対応となります。

（令和 7年 2月の国家試験より） このような状況から、受講を決意なさるのでしたら今がチャンスです！ 

昨今、精神保健福祉分野に限らず、精神疾患を患っている方からのご相談が急増しているというお話が聞かれま

す。これを機会に、日常業務に活かせるような正しい知識や適切な支援の在り方について学ぶ機会として頂けると幸

いです。              

令和 2 年度合格率 100％    令和 3 年度合格率 95.3% 

精神保健福祉士短期養成通信課程 ５つの特徴 

   

   

 

       

 

 

                 

                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

②専門実践教育給付金制度の

利用可能。（一定の条件を満た

せば、授業料の 5 割が支給さ

れ、さらに諸条件により 7 割

支給）入学の 1 ヶ月前までに

ハローワークにて要手続き！ 

⑤全国 1位の合格率！ 国家試験対策講座（オプション）で、試験対策も万全に。 

①リーズナブルな授業

料（入学金 3万円、授

業料 12 万円、他テキ

スト代） 

 

③学校法人昌賢学園出

身の方（幼稚園、通信課

程は除く）に、授業料割

引の制度あり。 

④入学は、4 月入学、10

月入学から選択可能。 

（9カ月の短期課程） 

修了率 100％ 

1 回の受験

で合格を勝

ち取りに行

きます。 

 

毎年全国トップ 

クラスの合格率 

 

３,000 円で

受講可能！ 

コロナ感染の状況

によっては WEB

配信もあり！ 

高い合格率の秘訣は、説明会にて！日程はＨＰ・チラシを参照 

＊スクーリング・実習は

コロナ感染状況に応じ

てオンライン等で対応

することもあります。＊ 

学校法人昌賢学園群馬社会福祉専門学校 

合格者数倍増！ 



新たに追加された実務経験指定施設                    【別紙】 

 

指定施設 実務経験（※新たに追加された職種のみ記載） 

児童自立生活援助事業 相談援助業務に従事する職員 

福祉事務所 就労支援員 （自立支援プログラム、被保護者就労支 

援事業）※従来の職種は割愛 

基幹相談支援センター 相談援助業務に従事する職員 

地域包括支援センター 包括的支援事業に係る業務を行う職員 

母子家庭等就業・自立センター事業、一般市等

就業・自立支援事業 

相談員 

婦人相談所 相談指導員、判定員、婦人相談員 

婦人保護施設 入所者を指導する職員 

就労支援事業 就労支援員（自立支援プログラム） 

都道府県社会福祉協議会 専門員（日常生活自立支援事業） 

ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター 

地域生活定着支援センター 相談援助業務に従事する職員 

自立相談支援機関、生活困窮者家計改善支援事

業を行う事業所 

主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計改善

支援員 

被保護者就労支援事業 就労支援員 

（精神障害者）アウトリーチ事業、アウトリー

チ支援に係る事業 

相談援助業務に従事する職員（医師、保健師、看護師、

作業療法士その他医療法に規定する病院 として必要

な職員を除く） 

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 支援コーディネーター 

日中一時支援、障害者相談支援事業、障害児等

療育支援事業 

相談援助業務に従事する職員 

第１号職場適応援助者助成金受給資格認定法

人 

第１号職場適応援助者養成研修を修了した職員であ

って、ジョブコーチ支援を行っている者 

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であ

って、ジョブコーチ支援を行っている者 

公共職業安定所 精神障害者雇用トータルサポーター、発達障害者雇用

トータルサポーター 

地域若者サポートステーション 相談援助業務に従事する職員 

刑事施設、少年院、少年鑑別所 刑務官、法務教官、法務技官（心理）、福祉専門官 

                        

※その他免除となる指定施設に関しては、「社会福祉振興・試験センター」のHP等でご確認ください。 

 


